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一般職消費・安全系のキャリアイメージ

● 希望された農政局と本省（霞が関）を中心におおむね２～３年程度で異動します。
● 人事異動に際し、職員の希望を定期的に聴取しています。

農政局

本省

農政局

本省

農政局

政策の実行（担当する政策の周知や補助事業の審査、検査など）

政策の企画・立案（農政局での勤務を活かし、企画の立場に）

政策の実行（再び農政局で、部下を指揮しながら業務を遂行）

政策の企画・立案（部下を指揮しながら、予算要求等の制度を設計）

政策の実行（課全体の業務をマネジメントする課長として活躍！）

係長級

課長補佐級

管理職
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Ⅰ 米穀流通・食品表示監視課の業務概要

食品表示法、日本農林規格等に関する法律（ＪＡＳ法）、牛の個体識別
のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（牛トレサ法）、特定
水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（流適法）、主要食糧
の需給及び価格の安定に関する法律（食糧法）、米穀等の取引等に係る
情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレサ法）及び農産物
検査法（以下「監視７法」という。）に基づき、食品表示の適正化並び
に米穀及び特定水産動植物等の適正流通を図るとともに、消費者の信頼
確保のため、監視業務を実施。

（監視体制）

１ 食品表示110番受付

食品の偽装表示、不審な食品表示に関する情報等、監視７法に係る疑
義情 報の受付け並び所管する米トレサ法及び牛トレサ法の問い合わせ
に対応。

２ 集中監視月間（表示適正化調査）

社会的情勢等を踏まえ、必要に応じて特定の品目や品目群について、
実施時期を特定して調査を実施。

３ 疑義解明のための立入検査等

疑義事案に対して、監視７法に基づく立入検査を実施し、不適正表示
等を確認した場合には、法に基づき指導。

４ DNA鑑定等科学的分析を活用した監視体制

５ 都県及び関係省庁との連携

TBSテレビにおいて令和６年11月16日に放映された「情報7daysニュースキャスター

FOCUS：食品偽装から消費者守る！農林水産省『食品表示Gメン』｣

https://www.youtube.com/watch?v=6Nr-Cn6Ps0o
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Ⅱ 表示や情報伝達を行う際の表示
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農産安全管理課の業務について

農産物の安全性確保、病虫害の防除対策、輸出入に係る植物
の検疫に関する情報の収集及び提供、農薬・肥料の安全性確
保及び適正な使用、土壌汚染の防止・除去等の安全性確保等
の事務を実施

総務・生産安全班
・ 有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・

 モニタリング年次計画・中期計画に基づく各種調査
・ 野菜の衛生管理指針の周知
・ 自然毒（野草やきのこなど）による健康被害情報の

 収集、情報共有
・ バイオスティミュラント関係 など

農薬管理・植物防疫班
 ○ 農薬管理関係
・ 国内産農産物の農薬の使用状況及び残留状況調査
・ 農薬使用計画書取りまとめ業務
・ 農薬登録を受けていない除草剤の販売者に係る業務
・ 疑義資材に係る製造者等に対する業務

 ○ 植物防疫関係
・ 病害虫防除に係る各種業務
・ 総合防除に係る各種業務
・ 輸出入検疫に係る各種業務
・ 植物防疫事業交付金関係業務 など

肥料管理班
・ 肥料登録の更新申請業務、変更等の届出業務
・ 指定混合肥料の生産業者の届出業務
・ 指定混合肥料の立入検査
・ BSE関係（と畜場汚泥の報告、同行調査）
・ 普通肥料の生産数量等報告
・ クロピラリド関係 など  14 



１．植物防疫制度の必要性

○ 国内外に問わず、病害虫のまん延が深刻な農業被害  
をもたらし、国民生命に重大な影響を及ぼした事例が
多数存在。食料の安定供給のためには、植物の移動を
規制し、病害虫の侵入・まん延を防ぐ植物防疫制度を
適切に運用することが重要

○ 現在でも世界の食料のうち２～４割が病害虫の被害
により喪失しているとされ、植物防疫の重要性は不変

○ 海外における病害虫の被害例①
・1860年頃、アメリカからブドウ苗がフランスに持ち
込まれる

・アブラムシの一種である「ブドウフィロキセラ」が
付着して持ち込まれ、10年程度で全土にまん延

・ブドウ生産に壊滅的な被害
・1872年、ドイツが「ブドウフィロキセラ」の侵入を
防ぐため、ブドウ苗の輸入を禁止

↓
世界初の植物検疫

○ 海外における病害虫の被害例②
・1845年、アイルランドにアメリカからジャガイモ疫
病が侵入し、まん延

・主食のジャガイモに壊滅的な被害が発生
↓

ヨーロッパ最後の大飢饉が発生
（100万人以上が死亡・150万人が北米大陸へ移住）

○ 国内における被害例
・享保17（1732）年に気候不順による作物の生育不良
に加えウンカ類が大発生

・防除する技術がなく水稲に甚大な被害
↓

享保の飢饉
（200万人以上が飢え1万2千人が餓死
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２．植物防疫の目的・役割

食料の安定供給のため、病害虫がまん延して我が国に
おける農業生産への被害を防ぐための総合的かつ組織
的な施策を実施

具体的には

○ 我が国への病害虫の侵入防止、輸出先国・地域
の要求に応じた検査等（輸出入検疫）

○ 国内に存在しない、もしくは国内の一部に発生
している病害虫の拡大防止（国内検疫）

○ 病害虫の発生状況に応じた的確な防除を実施
（国内防除）

輸出入植物取締法
（大正3年）

植物防疫法
（昭和25年）

害虫駆除予防法
（明治29年）

国内に存在しない、
もしくは国内の一
部に存在する病害
虫の侵入・まん延
防止

国内に存在する病
害虫の防除

輸出先国・地域の
要求に応じた検査

輸入検疫

国内検疫

国内防除

輸出検疫
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３．侵入調査事業、緊急防除の概要

検疫措置にもかかわらず、万が一、重要病害虫が侵入した
場合は、国内農業に重大な被害を及ぼすことから、病害虫
の早期発見に努めるとともに、侵入が確認され病害虫がま
ん延して農作物に重大な損害を与えるおそれがある場合に
は緊急防除を実施する

（１）侵入調査事業

国内に存在しない、もしくは国内の一部に発生している
病害虫の侵入をより早期に発見し的確な防除を実施する
ことで、まん延、定着を未然に防ぐことが可能

全国の港、空港、畑や果樹園において重要病害虫の侵入
を警戒する調査を実施し、早期に重要病害虫を発見

トラップ調査

トラップを設置して
害虫をおびきよせる

巡 回 調 査

空港、港、ほ場を定期
的に巡回し肉眼で観察
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（２）緊急防除

我が国未発生の病害虫が侵入した場合、急激にまん延し
農作物に重大な損害を与えるおそれ

重要病害虫が侵入した場合には、植物の移動禁止、廃棄
命令などを伴う迅速かつ徹底した防除を実施することに
より、有害動植物の根絶等を図るとともに他地域へのま
ん延を防止

緊急防除の措置

防除を行う区域及び期間を設定した上で、発生した病害
虫の種類等に応じて

（１）寄主（宿主）植物の栽培の制限又は禁止
（２）植物等の移動制限又は禁止
（３）植物等の消毒、除去、廃棄等

の措置などを実施

現在実施している緊急防除

ジャガイモシロシストセンチュウ

北海道網走市、斜里町及び清里町の一部地域

テンサイシストセンチュウ

長野県原村、川上村及び南牧村の一部地域

セグロウリミバエ

沖縄県本島の26市町村  18 



４．総合防除の推進

○ 病害虫防除を巡る状況の変化

・温暖化等の気候変動の影響により既存の病害虫の
発生量、発生地域、発生時期が変化

・化学農薬への依存により薬剤抵抗性が出現

↓
従来の防除体系では防除が困難になるケースが数
多く報告されている

○ みどりの食料システム戦略の策定

・生産力の向上と農業の持続性の両立

↓
化学農薬使用量（リスク換算）について、2030年
までに10％、2050年までに50％低減

今後の防除対策

病害虫の被害の軽減を図りつつ、持続的な生産を確保す
るためには、「予防、予察」に重点を置いた総合防除の
推進が必要

・地域の実情の応じた総合防除体系の確立に向けた実証
を支援

・指導者の育成に必要な研修、講習等への参加・開催を
支援

・農業者による適切な総合防除の実践を図るための総合
防除実践マニュアルの整備 等  19 



総合防除の考え方

総合防除は、予防、判断、防除の取組を組み合わせて、
化学農薬の使用量を必要最低限に抑えつつ、経済的な被
害が生じるレベル以下に病害虫の発生を抑制する方法

【予防】病害虫が発生しにくい生産条件の整備

・ 健全種苗の使用
・ 病害虫の発生源（作物残渣）の除去
・ 抵抗性品種の導入
・ 土壌の排水性改善
・ 土壌診断に基づく適正な施肥管理
・ 土づくり（堆肥、緑肥の活用）
・ 輪作・間作・混作
・ 土着天敵を活用した予防
・ 防虫ネット、粘着板の設置
・ 化学農薬による予防（種子処理、育苗箱施用など）等

【判断】防除の要否及びタイミングの判断

・ 発生予察情報※

・ 病害虫や天敵の発生状況の観察 等

※ 発生予察情報とは、国、都道府県が、病害虫の発生状
況を調査し、農業者に提供する情報

【防除】多様な防除方法を活用した防除

＜多様な防除資材の活用＞
・ 天敵
・ 紫外線ライト 等
＜適切な使用方法による防除＞
・ 化学農薬のローテーション散布
・ ドローン等を活用したピンポイント防除 等
＜その他の物理的防除＞
・ 被害を受けた葉、果実等の除去
・ 機械除草 等  20 
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畜水産安全管理課の業務

⚫畜水産物の安全性の確保（生産過程に限り、食品衛生に関する
ことを除く）、家畜及び養殖水産動物の衛生、獣医療、飼料・動
物用医薬品・ペットフードの生産、流通及び消費の増進、改善・調
整に関する事務を所掌（飼料にあっては生産部の所掌に属するも
のを除く）。

⚫総務・畜水産安全班、生産資材班及び牛トレーサビリティ生産指
導班の３班体制により業務を推進。

〇各班の主な業務内容

•特定家畜伝染病への対応
•家畜衛生対策事業の事務（補助金交付決定・額の確定等）

✓ 牛疾病検査円滑化推進対策事業

✓ 家畜生産農場衛生対策事業

•アフリカ豚熱防疫体制整備事業の事務

•診療施設整備計画の認定及び取消状況報告のとりまとめ

•WOAH（※）通報対象疾病の発生報告のとりまとめ

総務・畜水産
安全班

•飼料製造業者等の届出事務

•立入検査（港湾サイロから飼料収去を行い、FAMICに分析依頼）

•ペットフード製造業者等の届出事務

•立入検査（ペットフードの販売業者（小売・卸売）への表示の基準・成分規格
の基準等の遵守状況を確認し、FAMICに分析依頼）

•動物用医薬品等の製造販売業等の許可・登録、届出事務

•動物用医薬品の収去

•飼料等の輸出に係る自由販売証明書の発行

•経営力向上計画の認定申請の審査

生産資材班

•届出エラー等への対応（牛の管理者から届出された、牛の出生・異動・と殺・死亡等
の生産段階（※）のデータのうち、牛個体識別台帳に適切に反映されていない届出エラーの
解消に向け監視指導）

•牛トレサ法違反が疑われる場合の農場等への立入検査

•管理者情報の更新等業務

牛トレーサビリ
ティ生産指導

班

（※）国際獣疫事務局の略称。世界の動物衛生の向上を目的とする政府間機関であり、動
物衛生や人獣共通感染症に関する国際基準の策定等を行っている。2023年６月現在、我が
国を含む183の国と地域が加盟。
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特定家畜伝染病への対応

〇平時の取組（発生に備えた日頃からの準備）

➢ 発生に備えた対応マニュアル・連絡体制の整備及び関東局内関係者への周知、
休祝祭日における業務体制の構築

➢ 非常連絡網（関東局内、本省、管内都県等関係者）の整備
➢ 迅速かつ円滑な防疫活動支援のための防疫作業従事者の募集及び事前登録

リストの作成
➢ 疫学調査チームが現地調査で使用する防疫資材（防護服等）の保有・管理
➢ 防疫活動支援の実践を見据えた防護服着脱実技研修会の開催
➢ 拠点等職員向け家畜衛生に関する研修会の開催

防護服着脱訓練の様子（左：座学、右：実技）

〇発生時の取組（本省、本局関係課室、発生拠点等と連携し対応）

➢ 本省など関係機関との連絡調整及び情報収集
➢ Teamsを活用した局内関係者への情報共有及び局対策本部の開催
➢ 疫学調査チームなど本省派遣チームの受入れ調整・派遣支援
➢ 本省リエゾンを支援するための都県対策本部への連絡員派遣の調整・派遣
➢ メルマガ等を通じた生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供

⚫高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の特定家畜伝染病が発生した場合、地域の
畜産・経済だけでなく、畜産物の供給不足や価格高騰、輸出停止など、国民生活
に広く影響を及ぼす可能性。

⚫関東局では管内都県で鳥フル等が発生した場合、発生都県が実施する防疫措置
の支援、関係畜産物の生産・流通・消費に係る混乱防止等に取り組んでいる。

⚫畜水産安全管理課は司令塔として、発生に備えた局内の体制整備とともに、発
生疑いの段階から関係機関との連絡調整・情報収集、局内関係者への情報共有、
本省派遣チームの受入れ・職員派遣の窓口など、全体の総括調整を担当。
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